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                午前10時00分 開議 

                （出席議員数18名） 

――――――――――――――――――――――――― 

        開  議  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） これより、本日の会議を開きま

す。 

――――――――――――――――――――――――― 

        会議録署名議員の指名         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 本日の会議録署名議員には、 

        石 上 孝 雄 君 

        日 里 雅 至 君 

を御指名申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 市政に関する一般質問 

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 日程第１、昨日に引き続き、市

政に関する一般質問を行います。 

 それでは、ただいまより石上孝雄君の質問を行います。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） -登壇- 

 おはようございます。 

 通告に従い、順次、質問してまいります。 

 １件目は、東山屋外水泳プールについての運営と利用

について伺います。 

 ことしの夏も大変暑い日が続き、子供たちは、プール

や、夏休みには家族とともに海水浴に行った方もいると

思います。その中で、東山屋外水泳プールは、一度も運

営できず終了しました。本年は使用できなかった旨の報

告を後に聞き、少しがっかりしてもいますし、残念に思

うところでございます。 

 そこで、３点につき、お伺いいたします。 

 １点目に、ことし、プールが使用不可能だった理由を

お聞かせください。 

 ２点目に、使用できなかった理由、経緯についての周

知は、なぜ、ホームページだけであり、地域住民、利用

者に告知されなかったのか。 

 ３点目は、使用できなかった原因の究明と課題解決、

そして、来年度の進め方はどうしていくのか、お伺いい

たします。 

 ２件目は、ＲＤＦボイラーについての進捗状況と検証

について伺います。 

 本市は、長年にわたり、市民の協力を得て、ごみの分

別・リサイクル事業を進め、「分ければ資源・混ぜれば

ごみ」という合い言葉でリサイクル率90％以上を達成い

たしております。全国でもトップクラスの分別先進地で

もあります。 

 その中で、固形燃料のＲＤＦボイラーは、小型ボイラ

ーの実証実験を終了し、ハイランドふらのでの実用化に

向けた大型ＲＤＦボイラーに移行しております。全国で

も例のない事業は、いろいろとトラブルもありますが、

現在に至っております。日中の稼働に加え、お湯を一番

使う張りかえなど、深夜での稼働率を上げるための24時

間稼働を目指すとの目標から、平成30年度は大規模な改

修工事を進め、燃料費で約25％の削減が図られておりま

す。 

 私は、いまの時代、この事業は、化石燃料の枯渇、地

球温暖化、また、川、海でのマイクロプラスチックなど

の問題に大いに貢献できるものと考えております。 

 そこで、２点伺います。 

 １点目に、平成30年度に大規模改修を進めたが、どれ

だけ進められたのか、その進捗状況と検証について伺い

ます。 

 ２点目に、本年の稼働は１月と２月を除き、休止状態

にありますが、この先、完成の見込みはあるのか。 

 ２件をお聞きして、以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 石上議員の御質問にお答えします。 

 １件目の東山屋外水泳プールについての運営と利用に

ついてでありますが、本年度につきましては、ろ過器配

管からの漏水及びろ過用ポンプの故障により、山部プー

ルのろ過器移設等も含めて修繕を行いましたが、漏水原

因の特定に至らず、オープンを断念したところでありま

す。 

 住民に対する周知につきましては、利用者のほとんど

が児童生徒であることから、夏休み前に学校、保育所を

通してお知らせをするとともに、ホームページ及びプー

ル入り口に掲示をしてまいりました。 

 故障原因につきましては、その後、改めて業者に点検

を依頼し、ふぐあいの原因が特定できましたので、来年

度は、早い時期に試験運転を行い、オープンに備えてい

きたいと考えております。 

 ２件目のＲＤＦボイラーの進捗状況と検証についてで

ありますが、平成30年度にハイランドふらののＲＤＦボ

イラー本体の自動制御システムの改良、熱供給設備拡充

による重油使用量７割削減を目的とした改修工事を実施

し、今年度から運転試験に移行しましたが、本年５月に、

これまでのＲＤＦ燃焼熱によりまして疲労、劣化した主

要部品が破損し、以降、現在に至るまで稼働休止となっ

ております。 

 休止により、昨年度改修工事の効果検証が完了してお

りませんので、復旧後に改めて効果を検証してまいりま

す。 
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 なお、今後の復旧計画でありますが、本ボイラーの技

術指導を担っている北海道立総合研究機構と地元企業を

主体とし、また、燃焼に知見を有する企業や大学教授か

らの協力も得て、修繕計画の策定を慎重に進めていると

ころであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） それでは、屋外プールのほうか

ら、順次、質問してまいりたいと思います。 

 情報の伝達ということでは、児童生徒が主に使ってい

るということで周知はそれなりにしているということで

すけれども、やはり、地元の人が誰も知らなかったと。

誰もという言い方はあれですが、ほとんどが知らなかっ

たと。ホームページだけということですけれども、こう

いう屋外プールの施設だけに限りませんが、やはり、周

知徹底というのは、まず、広報ふらのだとか、そういう

ものから始めるべきではないだろうかと。ホームページ

もそうですけれども、機械を持っている人しかわからな

いということからすると、大変残念なところもあります。 

 今後、こういう事例があったときには、ホームページ

ではなくて、やはり、一番メーンとしている広報ふらの

ですか、そういう紙媒体から始めたほうがいいと思うの

ですけれども、どうお考えでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 石上議員の質問にお答

えいたします。 

 今年度の東山屋外水泳プールでありますけれども、先

ほどもお答えさせていただきましたが、児童生徒には連

絡をいたしました。また、御指摘のホームページと、プ

ールの入り口に掲示をしてきたところであります。東山

屋外水泳プールにつきましては、夏休み期間のみという

ことで使用しておりました。しかし、故障が７月26日で、

夏休みがちょうど27日から始まりましたので、前日だっ

たということもありまして、修繕を重ね、８月５日には、

山部のプールからろ過器を移設して何とか利用できるよ

うにと対応していたところでありますが、結果的に、夏

休み期間中を含め、今年度は利用できなかったというこ

とでございます。 

 広報紙を利用するとなりますと、掲載にはかなり事前

の期間が必要になりますので、今回の場合につきまして

は間に合わなかったというふうに判断しております。た

だ、広く地域の方にという点につきましては、広報紙以

外の紙媒体も含めて周知が不足していたことは反省して

いるところでありますので、今後、東山支所とも連携し

ながら、地域の方に十分に行き渡るよう、周知の方法に

ついて努力、検討していきたいと考えております。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） ちょっと質問が前後してしまい

ますが、周知はなるべくそういうものでしたほうがいい

と。 

 ただ、いまの答弁にもありましたように、使えないこ

とが前日にわかったということで、先ほどの市長の答弁

にもありましたように、来年は早い時期に点検をしなが

ら進めていきたいということでした。やはり、プール自

体が30年前後経過していることから、機械も相当劣化し

ていると思います。新しい機械ではないわけですから、

３日前や４日前に機械を動かして、では、プールを開放

しましょうということにはならないと思います。 

 そこで、来年度は早い時期にやっていきたいというこ

とですけれども、大体いつぐらいを予定して始めようと

思っているのか、お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 石上議員の再質問にお

答えいたします。 

 来年度ですけれども、いま、ふぐあいの原因は特定で

きておりますので、早ければゴールデンウイーク明けぐ

らいには、一度、水を入れて試験を行いたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） プールのほうは了解いたしまし

た。 

 それでは、２件目のボイラーのほうの質問に移らせて

いただきます。 

 世界的な環境を考えると、これは、ぜひ進めていかな

ければならない事業ではなかろうかと私個人としては思

っています。いま、外国の16歳の環境活動家が将来の地

球環境に言及して若い方々の共感を得ていますけれども、

このごみ分別もそれに匹敵するような富良野の事業では

なかろうかと思います。この小さいまちで、誰もやって

いない分別、それから固形燃料というものが、将来に向

かっていい方向に進んでいるなと思っています。 

 富良野も、埋立地の削減だとか、この事業効果は目に

見えないところでかなりありますけれども、全て市民の

協力がなかったらできません。それに応えられるように

するためにも、また、なかなか思うようにはいきません

が、いまの職員数は１人ないし２人なので、これから継

続していくには、マンパワーも含めて、やっぱり専門職

による人のつなぎも必要ではなかろうかと思っていまし

て、少し増員したらよかろうかなとも思うのですけれど

も、その辺の見解はいかがでしょうか。 
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○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 石上議員の再質問にお

答えいたします。 

 体制の整備ということでの御質問かと思います。 

 現在、環境課では、課長及びＲＤＦボイラー担当の主

幹を配置して、この間、事業に当たってまいりました。

幸い、かかわっている者につきましては、環境、ごみ処

理問題に関しては富良野市の中ではエキスパートのほう

に入るのかなというふうに考えておりますし、経験も十

分積んでいる職員が当たっているところであります。 

 ただ、そうは言いましても、市の職員だけで達成でき

る事業ではございませんので、市民の皆さんが協力して

くれていることはもちろんでありますが、いままで技術

指導を担っていただいています北海道立総合研究機構の

専門的な職員とか、携わっていただいている地元企業、

また、今回から、燃焼に知見を有する企業とか大学教授

からもいろいろ協力をいただいておりますので、市の職

員だけではなく、そういった体制で本事業を進めていき

たいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） マンパワーのほうは、専門職も

含めてぜひ考えていただきたい。ただ、この事業は、一

過性では終わらない恒久的なものでありますから、ぜひ、

この仕事を継ぐ次の人も含めて、大きな知見を持てる体

制でやっていただきたいと思います。 

 また、オール富良野という考え方といいますか、いま

は一つの企業がボイラーを改修し、改善もしていると思

います。そういう中で、なかなか思うように動いていか

ないというところから見れば、オール富良野で企業の知

恵を集めるような工夫も必要だと思うのですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 石上議員の再々質問に

お答えいたします。 

 現在、ハイランドふらののＲＤＦボイラーにつきまし

ては、先ほども答弁させていただきましたが、北海道立

総合研究機構ですとか、いままでかかわっていた地元企

業、また、燃焼に知見を有する企業、大学教授からいろ

いろな御意見、協力をいただきながら、修繕計画の策定

の段階にあります。 

 修繕計画に当たりましては、いろいろな方法とか、部

品の交換も含めまして、どういう修繕を行ったらいいの

か、かなり慎重な協議をしているところでございますの

で、今回の修繕が一定程度整った時点で、石上議員から

御提案のありましたオール富良野の体制のあり方につい

て、市民の方が協力していただいているのでオール富良

野だとは思っているのですけれども、参考にして検討し

ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ５番石上孝雄君。 

○５番（石上孝雄君） 本当に、将来的にこれを完結型

にするためにも、ぜひ、それはやっていただきたいなと

思います。壊れた部分というか、過去にも、煙突が燃え

たとか、そういうものは少しずつクリアできているわけ

ですから、自分はできないことはないと思っています。

また、固形燃料の形まで考えていくと。いまは円柱形を

ただ引きちぎっているような雑な形ですけれども、あれ

を丸くするとか、四角くするとか、その形にまでこだわ

って、もう一度、原点に戻って、ボイラーを全て一から

しっかり完成させるという考えでいけば絶対に完成する

と自分は思っています。 

 極力、早い段階で完成に導いていってほしいなと思う

のですけれども、最終段階に至る時期、完成が見込める

時期をいつぐらいと想定しているのか、見解をお伺いし

ます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 石上議員の再質問にお

答えいたします。 

 完成はいつごろなのかという御質問かと思います。 

 現在、ハイランドふらのに設置しておりますＲＤＦボ

イラーの修繕ということで話をさせていただきました。 

 こちらにつきましては、先ほどと同じになりますが、

いろいろな修繕方法について慎重に検討、協議を行って

いるところでございます。ただ、その修繕が終わってこ

の事業が完成なのかということになりますと、市民の方

に分別協力をいただいて、その資源を地域で利活用し、

市民ぐるみの固形燃料化事業として見えるリサイクルと

エネルギーの地産地消を実現するというのが本事業の最

終的な目標でございますし、また、昭和60年からまちづ

くりの柱として取り組んできたごみのリサイクルの集大

成というふうに考えております。その中で、ＲＤＦボイ

ラーにつきましては、その目標の到達に至る経過という

事業でございますので、一刻も早くボイラーの修繕を終

わらせて、その後に資源循環ということを完成させたい

と思っておりますので、先ほど御提案がありました固形

燃料のあり方等につきましても、今後の協議、検討の中

で参考にしながら進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 
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○議長（黒岩岳雄君） 以上で、石上孝雄君の質問は終

了いたしました。 

 次に、大西三奈子君の質問を行います。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） -登壇- 

 さきの通告に従い、順次、質問してまいります。 

 １件目は、多文化共生の推進について、富良野市の目

指す多文化共生について伺います。 

 日本における在留外国人数は、2018年６月末時点で約

264万人と過去最高となっており、多国籍化が進んでいま

す。また、2019年４月には、新たに外国人材の受け入れ

のために、在留資格の創設等を内容とする出入国管理及

び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が

施行されました。 

 総務省では、2006年３月に地域における多文化共生プ

ランを策定し、全国の自治体に対し、多文化共生の推進

に係る指針・計画を策定するとともに、多文化共生施策

の計画的かつ総合的な実施を促してきている状況にあり

ます。指針・計画の策定状況を見ますと、2018年４月時

点で、都道府県や指定都市、外国人集住都市会議会員都

市でほぼ100％の策定状況となってきています。また、指

定都市を除く市では、自治体数にして、全国771市のうち、

約70％に該当する520市が計画を策定していますが、本市

は未策定であります。 

 閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2018で

は、外国人材の受け入れ拡大を含め、今後も、我が国に

滞在する外国人が一層増加することが見込まれる中で、

我が国で働き、生活する外国人の生活環境の整備を行う

ことが重要とし、外国人との共生に関する記述が盛り込

まれています。本市においても、これまでの一般質問に

おいて外国人労働者の受け入れ等の議論がなされた経過

の中で、外国人材の受け入れの促進とともに、住んでい

ただくための整備が必要と答弁があったことを踏まえ、

外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する

必要性を強く感じています。 

 そこで、本市の目指す多文化共生について、４点伺い

ます。 

 １点目に、本市の多文化共生における課題をどのよう

に捉えているのか、伺います。 

 ２点目に、富良野市民として住んでいただく外国人が

孤立しないことや、観光客や短期間滞在者が定住につな

がるためにも、住みよい富良野市を目指す必要性があり

ます。多様な国際交流事業や、コミュニケーション支援

を含む生活支援を行い、住民との相互理解を深めるとと

もに、外国人が自立して日常生活を送ることができるよ

う整備するために、ＪＥＴプログラムによる国際交流員、

ＣＩＲを職員として配置する考えについて伺います。 

 ３点目に、外国人が本市に住むことにより働き手が確

保され、企業の経済の好循環が生まれるなどさまざまな

波及効果が期待されますが、どのように捉えているのか、

お伺いいたします。 

 ４点目に、多文化共生の推進には指針や計画が必要と

考えますが、策定する考えについて伺います。 

 次に、２件目の公共施設について、新庁舎建設につい

て伺います。 

 これまで、平成12年より、市新庁舎建設に係る庁内で

の議論経過を踏まえ、平成30年５月に富良野市庁舎建設

基本構想を策定し、本年５月に富良野市新庁舎建設基本

計画を策定しており、これまで市民の皆様に説明を重ね

てきたところと理解をしています。しかしながら、まち

の中を歩くと、まだまだ市民の理解が深まっていないと

感じています。議会でも再三にわたり丁寧な説明を求め

てきた中で、市民の理解が深まらない状況をどのように

捉えているのか、伺います。 

 また、今後の公共施設の維持、改修を考えたときに、

莫大な費用がかかることは既に予測されていることで、

住民サービスの低下を招きかねない状況の中、さまざま

な施策を打っていく必要が高いのは、どこの自治体も同

じことと考えます。 

 しかしながら、あれもこれもできる財政状況ではない

のも同じ条件であり、各自治体はいかに魅力あるまちづ

くりをするかが求められています。将来的な財政見通し

を立て、市民とともに考え、ともにまちづくりに責任を

持つことが必要と考えます。 

 今後の財政見通しについて伺います。 

 最後に、３件目の学校教育について、不登校児童生徒

への支援のあり方について伺います。 

 国は、不登校児童生徒へのさまざまな支援策を策定し、

自治体及び関係者において努力がなされ、児童生徒の社

会的自立に向けた取り組みが行われてきたところですが、

不登校児童生徒数は依然として高い数値で推移し、生徒

指導上の喫緊の課題となっており、本市においても同様

の課題があると認識しています。 

 こうした中、義務教育の段階における普通教育に相当

する教育の機会の確保等に関する法律が平成29年２月に

施行されて以降、さまざまな議論を経て、本年10月25日

に、文部科学省より、不登校児童生徒への支援の在り方

についての通達が出されました。不登校児童生徒への支

援は、学校に登校するという結果のみを目標にするので

はなく、児童生徒がみずからの進路を主体的に考え、社

会的に自立することができるよう導く必要があると考え

ます。また、児童生徒によっては、不登校の時期が休養

や自分を見詰め直すなどの積極的な意味を持つことがあ

る一方で、学業のおくれや進路選択上の不利益や社会的

自立へのリスクが存在することへの配慮も必要となって

きます。学校と生徒、保護者の信頼関係が非常に重要で
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あり、客観的な判断や助言により、行政と学校と家庭が

つながり、その中で児童生徒は安心して学校に通うこと

ができるものと考えます。 

 そこで、本市の取り組みの実態や今後の支援の充実に

向けて、３点伺います。 

 １点目に、市内小・中学校における不登校の現状と問

題の認識について伺います。 

 ２点目に、学校の取り組みの充実について伺います。 

 具体的に、児童生徒理解・教育支援シートを活用した

組織的かつ計画的な支援や、不登校が生じないような学

校づくり、不登校児童生徒に対する効果的な支援の充実、

そして、多様な教育機会の確保について実態を伺います。 

 ３点目に、教育委員会の取り組みの充実について伺い

ます。 

 具体的に、不登校の早期把握と取り組みについて、学

校等の取り組みを支援するための教育条件の整備と充実

や、民間企業との連携に関する考え、保護者への支援の

充実等について見解を伺います。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 大西議員の御質問にお答えします。 

 １件目の多文化共生の推進についての富良野市の目指

す多文化共生についてでありますが、在留外国人数は全

国的に増加傾向にあり、本市においても、本年11月末で

は283人となっていることから、多文化共生の取り組みは

必要であると認識しております。 

 多文化共生を推進するためには、在留外国人に対する

情報の多言語化などのコミュニケーション支援や居住、

教育、労働環境、医療などの生活支援、また、市民に対

する意識啓発など、受け入れる地域づくりが重要である

と考えておりますが、本市の課題としては、情報の発信

や収集が十分に行えていない状況であると認識しており

ます。 

 次に、国際交流員の招致についてでありますが、国際

交流員が担う役割としては、国際交流事業のコーディネ

ートや在留外国人に対する生活支援など、さまざまな業

務が想定されますので、本市においてどのような活動を

担ってもらうのが有効か、他自治体での活動事例につい

て調査研究してまいります。 

 次に、外国人が本市に居住することにより期待される

波及効果についてでありますが、行事やイベントを通じ

てお互いの国際理解が深まるとともに、外国語教室や外

国の生活、文化の紹介などにより、さらに交流が広がる

ことが期待されております。 

 次に、多文化共生の推進に関する指針や計画の策定に

ついてでありますが、本市においては、総合計画や個別

計画に多文化共生に関する施策を盛り込むことが適当で

あると考えておりますので、それぞれの計画の策定時や

改定時に合わせて検討してまいります。 

 ２件目の公共施設についての新庁舎建設についてであ

りますが、市民説明と市民理解につきましては、老朽化

が進む庁舎と文化会館について、平成23年の東日本大震

災後、市議会において質問があり、改築に向けた事業に

取り組むため、第５次総合計画に事業を掲載し、財源確

保のための基金を設置し、準備を進めてまいりました。 

 このような中、平成27年第４回定例会の一般質問にお

いて、今後５年を目途に庁舎と文化会館の複合化により

整備計画をまとめるとする市の考えを示したところであ

ります。その後、老朽化する自治体庁舎への国の財政支

援が平成29年度に新設されたことを受け、財源の見通し

のめどがついたことから、平成29年度の地域懇談会を皮

切りに、市民説明、市民参加の場を設け、市民との合意

形成に向けた取り組みを進めてまいりました。 

 具体的な検討段階への市民参加としては、新庁舎建設

検討委員会や市民ワークショップの開催により基本計画

案を策定し、さらに、基本計画や基本設計の決定に当た

っては、情報共有と市民参加のルール条例に基づき、パ

ブリックコメントと市民説明会をそれぞれ開催し、政策

決定前の市民参加、市民の意見反映に努め、それをもと

に議会において関連予算等の議決をいただき、これまで

事業を進めてきたところであります。また、毎年度開催

の連合町内会長会議や地域懇談会での説明や報告及び意

見交換を行い、あわせて、新庁舎建設事業ＮＥＷＳの発

行や広報での情報発信も行ってまいりました。これらの

情報発信により、事業内容がより具体的になっていくに

従い、市民説明会参加者やパブリックコメントの意見提

出者が増加するとともに、防災拠点強化への意見や市民

の利便性向上に向けたさまざまな意見をもらうことがで

き、一層、市民の理解が深まったものと認識しておりま

す。 

 意見には、今後の少子化や人口減少を見込んだコンパ

クト化など、効果的、効率的な施設の検討や、将来的な

償還に伴う他施設への影響への懸念などの意見があり、

一方、災害にもきちんと対応できる充実した施設や、将

来負担軽減のため、国の財政支援を活用した整備を望む

意見が出されました。また、意見の中には、今後の実施

設計での検討事項もあり、現在も、市民の意見を反映す

ることができないか、設計業者からの提案を受けながら

検討を進めているところであり、今後も、広報や新庁舎

建設事業ＮＥＷＳを通じ、継続して情報を発信してまい

ります。 

 次に、将来的な財政見通しについてでありますが、新

庁舎以外における今後の公共施設の維持、補修などに係

る経費につきましては、適時、施設管理担当部署におい
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て作成している施設維持補修計画をもとに、総体的な予

算の中で優先順位など取捨選択を行いながら予算編成に

努めてまいります。また、単年度の維持管理費、投資的

費用につきましては、本市予算総額の約15％を占める経

費でありますので、今後の予算編成においても、国など

の制度を活用した特定財源の確保もあわせて必要額の確

保に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 大西議員の御質問にお答えいたします。 

 ３件目の学校教育について、不登校児童生徒への支援

のあり方について、市内小・中学校の不登校の現状と問

題認識についてでありますが、本市における不登校の現

状については、平成28年度は小学校で２名、中学校で16

名、平成29年度は小学校で４名、中学校で15名、平成30

年度は小学校で５名、中学校で15名と、全道平均より低

い水準にはあるものの、その約７割が90日以上欠席して

いる状況にあります。その要因は、学業の不振、進路に

かかわる不安など心の問題だけではなく、家庭の状況、

発達障がい、虐待など福祉的な視点を必要とする問題を

抱えている場合もあります。 

 次に、学校などの取り組みの充実についてであります

が、不登校児童生徒への支援については、未然防止に向

けた取り組みとして、児童生徒が不登校とならない魅力

ある学校づくりを目指すとともに、児童生徒、保護者と

の定期的な教育相談の実施を初め、教職員による事例研

究などの研修や、日ごろから児童生徒の日常生活や問題

行動を記録化し、子供たちの小さな変化を見逃さないこ

とが重要であります。また、平成30年度からＱ－Ｕテス

トを実施し、個々の児童生徒及び学級集団の状態を複数

の教員で客観的に分析し、不登校の未然防止、早期発見・

早期対応につなげております。 

 不登校が発生した際の支援体制につきましては、学級

担任だけではなく、必要に応じてスクールカウンセラー

や福祉関係機関と連携し、その要因や背景を的確に把握

するとともに、文部科学省で作成している児童生徒理解・

教育支援シートを使用し、校内のケース会議などでの活

用を図ることで個々の状況に応じた適切な支援を行うと

ともに、教育の機会の確保のため、放課後における学校、

自宅での個別学習などの実施、さらに定期的に家庭訪問

を行うなど、家庭との連携も進めているところでありま

す。 

 次に、教育委員会の取り組みの充実についてでありま

すが、毎年、児童生徒、保護者向けのチラシを配布し、

教育委員会が相談窓口であることを周知することにより、

早期に相談できる環境を整えるとともに、こども未来課

の家庭児童相談員や母子自立支援員、学校、児童相談所、

民生委員・児童委員、医療機関などとも連携し、必要に

応じてケース検討会議を開催するなど、関係者間で情報

共有を図りながら対応しているところであります。 

 また、適応指導教室を開設し、不登校生徒の学校復帰

を目指す支援を行うとともに、本年７月からは、保護者、

子供たちから不登校期間中の学習面の不安解消対策の要

望を受け、不登校生徒の学習サポートを行うため、民間

団体と富良野市不登校学習サポート支援事業に関する協

定書を結び、週２回の学習支援を実施しております。 

 今後も、家庭、学校と関係機関の効果的な連携に努め、

不登校児童生徒の支援体制の充実を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） それでは、順次、再質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず、富良野市の目指す多文化共生についてというこ

とで、本市の課題の把握についてお答えいただきました

けれども、実際には、全国的な課題としてという範囲の

中でお答えいただいたのかなと思っておりまして、本市

の課題の把握については、まだこれから実施をしていく

というような答弁と私は受け取らせていただきました。 

 その中で、まず、お聞きしたいのが、いま、本市にお

いては、例えば農業の分野ですとか福祉、それからサー

ビス業など、市内ではたくさんの求人が出ているけれど

も、働き手が不足しているのが実態というふうに私は思

っております。 

 そこで、本市では、何社の企業が外国人労働者の受け

入れをされていて、そして、何人の外国人が従事してい

るのか、そのあたりの課題、実態の把握ができているの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 大西議員の御質問にお答え

いたします。 

 いま、何社に何人いるのかということにつきましては、

細かい数字等を手元に押さえてございません。 

 ただ、11月末現在で283人いる外国人のうち、およそ半

数の142人が技能実習という形で農業あるいはサービス業

等に従事している、研修している状況でございます。そ

の他、一部で特例活動等に就業している方も何名かおり

ますけれども、ほぼ半数につきましては技能実習という

形での研修でございまして、こちらのほうにつきまして

は、特に農業等が多いため、農協等とも連携しながら、

いま言われた課題等の整理に当たってまいりたいと思い

ます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 
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 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いま答弁いただきまして、お

入りいただいている、住んでいただいている外国人の方

の半数がというのは、私も、先日、前もって市民生活部

のほうで確認をさせていただいている数字でしたので、

そこは把握していたところです。 

 ただ、ことしの４月に入管法の改正がありまして、企

業は技能実習生を受け入れて人材育成に投資をしている

のがいまの実態ではないかというふうに私は捉えており

ます。そして、更新によって定住していただける可能性

というのはこれから出てくると思いますし、私は、同じ

市民として暮らしていくことが大切だというふうに考え

ております。 

 そのためにも、私は、最低限、企業の実態把握は必要

だというふうに考えておりますけれども、見解について

お伺いいたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 大西議員の再質問にお答え

いたします。 

 ただいま、ホテル、旅館業等で外国人等を受け入れて

いる状況であるということは認識してございますが、具

体的に何名を受け入れているかというのは押さえ切れて

いない状況でございますので、これにつきましては、把

握に努めまして、その方がどういう現状であり、どうい

うサポート等が必要なのか、企業等々を含めながらこれ

からお話し合いをしてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） ありがとうございます。 

 いま、把握に努めるということですけれども、具体的

にどのようにして把握に努めていくのか、どのような考

えを持たれているのか、お伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 大西議員の御質問にお答え

いたします。 

 実態の把握方法でございますけれども、まずは、アン

ケート等による聞き取りの方法が最もよいかと思います

が、これを単独で行うか、あるいはペーパー等いろいろ

な方法がありますので、有効な手法等を検討して早急に

対応したいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 早急に把握が必要だと思うの

は、先ほどの市長からの答弁の中では総合計画にという

ことも出ておりましたので、そういったことに鑑みます

と、期間が本当に少ないですし、限られた中でやってい

かなければならないと思います。 

 そういったことも踏まえて今後検討が必要かと思いま

すので、再度お伺いしたいのは、アンケートなど紙媒体

で実施していて間に合うのかどうなのか、そのあたりに

ついてもお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 大西議員の御質問にお答え

いたします。 

 いま、総合計画のお話が出ましたが、総合計画につき

ましては、来年度中に検討して策定し、令和３年度から

実施する計画でございます。富良野市におきましては多

文化共生を推進することを方針に盛り込んでいきたいと

いう答弁をさせてもらいましたけれども、それに間に合

うように情報収集等を行ってまいりたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 次の質問に移りたいと思いま

す。 

 質問の中で、外国人の受け入れも大切だけれども、多

文化共生の推進に向けては、生活サービス環境について

の整備も必要であり、そのことが求められております。 

 そこで、私から、いまの本市の実態と今後の体制につ

いて、数点お伺いしたいと思います。 

 生活サービスの環境について、まず、１点目は、医療・

福祉サービスの提供環境の整備の現状、そして今後の充

実について、２点目は、災害発生時の情報発信等の支援

体制について、３点目は、交通安全や消費者トラブル、

人権問題等の対応体制についてです。 

 そして、昨日の佐藤議員の質問の中でも出ていたかと

思うのですけれども、不動産の取得に不安を抱いている

住民がたくさんいらっしゃる中で、外国人を含む住宅確

保要配慮者の入居を拒まないためのマニュアルの整備や

支援体制の実態について、そして、外国籍の子供たちに

対する教育環境の整備についてお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 暫時休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前10時56分 休憩 

        午前10時59分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 ただいまの質問については、内容を整理して再質問を

お願いしたいと思います。 

 ６番大西三奈子君。 
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○６番（大西三奈子君） いま、私が述べたのは、多岐

にわたってのことだったかと思います。私が今回質問す

るに当たって、各部局を横断したのが実態でした。私は、

外国人の方が本市において自立して生活していただくた

めに、暮らしやすい地域社会づくりが必要だというふう

に考えております。 

 そこで、今後、総合相談体制の整備を含めて、庁内に

外国人材の受け入れと共生のための担当部署を定めるこ

とが本市の課題ではないかというふうに考えるところで

ありますが、いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の御質問にお答え

します。 

 多分、市の組織にかかわることだと思います。現在は、

具体的な担当部署というより、それぞれ横断的に対応し

ているのが実態で、医療、福祉、教育の部分で対応して

いるような状況でございます。 

 いまいただきました総合窓口といいますか、いま御提

案の窓口の考えにつきましては、組織全体の関係がござ

いますので、今後、改めて検討させていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） ここで、５分間休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 

        午前11時01分 休憩 

        午前11時05分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 休憩前に引き続き、会議を開き

ます。 

 休憩前の議事を続行いたします。 

 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） それでは、次の質問項目に移

りたいと思います。 

 市庁舎建設についてお伺いしたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、これまでの流れについては十分

に説明いただいたというふうに理解しております。 

 その中で、市民の理解が深まらない要因の一つとして、

私は、やはり欲しい情報が市民の手元に届いていないこ

ともあるのではないかというふうに考えております。今

回、国からの財政措置を受ける都合上、市民へ情報発信

はしていくけれども、理解を深めるというところに到達

するための時間が少なかったのではないかというふうに

考えております。今回、実施計画ができ、そして、庁舎

の具体的な全体像の画像を目で確認できるようになり、

市民が自分事として捉えられるようになってきたのでは

ないかというふうに思うところもあります。 

 そこで、今後、市民ですとか、あるいは各関係団体の

ほうから強い要望があった場合、再度、説明会等を設け

る考えがあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再質問にお答え

します。 

 先ほどの答弁でも申し上げさせていただいております

けれども、いままでも広報または新庁舎建設事業ＮＥＷ

Ｓ等を活用して情報発信をしてきたところでありますし、

地域懇談会や市民説明会でも意見交換をさせていただい

たところであります。いずれにしましても、これからも

広報、または新庁舎建設事業ＮＥＷＳ、ホームページな

ど、いろいろな面で情報発信に努めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いまの答弁についてもう一度

確認させていただきたいのですが、情報発信させていた

だくということは理解できました。私がお尋ねしたのは、

もし、今後、強い要望等が出た場合、再度、説明会等を

設ける考えがあるのかどうか、ここの部分について答弁

いただけなかったかと思いますので、もう一度お願いし

ます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の再々質問にお答

えいたします。 

 市民要望に関してということだと思いますが、いずれ

にいたしましても、要望として捉えまして、市として総

合的に判断をさせていただきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 済みません。 

 しつこいですけれども、説明会をされるのか、どうな

のか、お伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） 大西議員の再質問にお答えさせて

いただきます。 

 この後、説明会を行うのかどうかということでありま

すけれども、現状の中で、説明会の開催については考え

ておりません。 

 ただ、議員の御指摘にあるように、市民の方への周知

がまだまだ行き届いていない部分があるのであれば、こ
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ういった言い方をするとちょっと上目線になりますけれ

ども、市のほうにおいでいただいて、十分に説明されて

いない部分を御指摘いただいて、その部分を再度説明さ

せていただく形になっていこうかというふうに思ってお

ります。 

 これ以上は情報を出さないという意味ではなくて、こ

の後も説明に努めてまいりますけれども、いまのところ、

説明会の開催については考えていないということでござ

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いまの点については説明いた

だきました。 

 あと１点だけ、庁舎の関係で御質問させていただきた

いと思います。 

 今後の公共施設における将来的な財政見通しについて

ですが、このことは佐藤議員が何回か議会の中で質問さ

れていたかと思いますけれども、これからさまざまな公

共施設を維持、補修していかなければならない状況かと

私は理解しておりますし、そこに莫大な経費がかかるこ

とも想定されることだと思っております。平成29年のデ

ータになりますけれども、財政力指数が類似団体の平均

以下であったり、平成29年の経常収支比率が95.3％と、

類似団体の92.2％を上回る数字が出ています。そこで私

は、経済の発展と住民サービスの充実による人口減少対

策が本当に優先ではないかというふうに考えております

し、大変心配しているところであります。 

 なぜ、そのあたりが具体的に明らかにならないのか、

それに対してどのように考えていらっしゃるのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大西議員の御質問にお答え

します。 

 過日、私ども市のほうで公共施設等総合管理計画を策

定しておりますが、その中で、今後、20年後には20％の

削減を目指すということも踏まえ、またあわせて、施設

の統廃合も含めて考えたいとしてございます。今後は、

個別計画をつくりながら、施設修繕に関する部分、また

は長寿命化をする部分についても改めて検討することに

なっておりますので、施設の有無や運用についてもその

中で検討することとしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 次の質問に移らせていただき

たいと思います。 

 不登校児童生徒への支援のあり方についてお伺いして

いきたいと思います。 

 先ほど答弁いただいた中で、組織的、計画的な支援と

いうことで、私もその重要性について感じているところ

でありますが、個々の児童生徒が不登校になったきっか

けですとか、その継続の理由を的確に把握するためには、

アセスメントが非常に重要になるかと思っております。 

 そこで、早期からかかわっていく中では、どういった

タイミングで、どなたがアセスメントを作成しているの

か、また、作成に関する共通のシートがあるのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の質問

にお答えいたします。 

 個々の状態を把握するためにはアセスメントが必要で

はないかということで、それを作成するに当たってのタ

イミング、あるいは、どのような共通シートがあるかと

いうことでありますけれども、やはり、いま御指摘があ

りましたように、アセスメント、見立てをしていくこと

が非常に大切だというふうに思っています。それにつき

ましては、もちろん学校の担任の先生方を含め、場合に

よりましては、スクールカウンセラー等々と情報を共有

した中でアセスメントをしているところでございます。 

 また、共通のシートとしましては、先ほど答弁でもあ

りましたけれども、文部科学省でひな形として出してい

る児童生徒理解・教育支援シートを共有し、それぞれの

個々の状態を把握しながら適切に指導しているところで

ございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いま、児童生徒理解・教育支

援シートを作成されてということで答弁いただきました

けれども、このシートの作成数と、先ほど答弁の中で上

げていただきました不登校の児童生徒数に差異が生じて

いるのではないかというふうに私は思って、いまお聞き

したところです。 

 このシートというのは、市では、道の定義に倣ってい

るとお伺いしておりますけれども、不登校と判断した場

合につくられているのか、それとも、初期の段階からこ

のシートを活用して現場での情報共有がなされているの

か、そのあたりについてお伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再質

問にお答えいたします。 

 いま質問のありましたシートは、どの時点で作成して

いくかということでありますけれども、これにつきまし
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ては、なるべく早い段階から見立てていくことが必要だ

というふうに思っています。 

 ただ、それも、アセスメントの部分で、学校側、ある

いはスクールカウンセラー等を含めた中で、適宜、必要

に応じてシートを作成し、対応しているところでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いまのシートの件については

了解しました。 

 シートを使ってこれらの情報を関係者間で共有されて、

初めて支援の効果が期待できると思います。富良野市で

は、学級の担任だったり養護教諭、あるいはスクールカ

ウンセラー等の学校関係者が中心となっているかと思い

ますけれども、そこに教育委員会の方々がかかわってい

らっしゃるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

 また、もう一点ですが、昨日……（発言する者あり）

１回でとめます。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えさせていただきます。 

 シートの共有に対する教育委員会のかかわり方であり

ますけれども、いまありましたとおり、まずは、学校、

それから、スクールカウンセラー等々を含めた中で共有

します。そのほかに、必要に応じまして、教育委員会、

あるいは福祉関係の児童相談員、民生委員・児童委員等々

を含めた中でのケース検討会議等々も開催いたしますの

で、その中で教育委員会もかかわっているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 次に、不登校が生じないよう

な学校づくりということで、魅力ある学級運営が大切で

はないかなというふうに私も同じく感じるところです。 

 先ほど、答弁の中でＱ－Ｕテストのことを述べられて

いたと思いますが、これは、不登校ですとか、いじめの

防止、温かな人間関係づくりのためのＱ－Ｕテストとい

うことで、私は大変有効だというふうに思っています。

このＱ－Ｕテストを児童生徒のためにいかに有効に使う

かということが、私は本当に重要なことだと思っていま

す。私が知っている例では、わかっている範囲ですけれ

ども、東小学校では、知能検査とＮＲＴ、学力検査を実

施して、個々の児童の潜在的な能力を見きわめた上でＱ

－Ｕテストを実施すると。そうすると、学校生活に不満

足だったり、あるいは要支援の、表で言うと左下のほう

にいらっしゃる子供たちをいかにして右上のほうの学校

への満足度が高まるように近づけるかが重要かと思って

おりますし、小学校ではそのようにされているというこ

とも伺いました。 

 それで、子供たちにとっては、学校が楽しいところだ

ったり、安心して過ごすことができる場所であり、居場

所が必要だと思っていますので、そのためには、教員が

Ｑ－Ｕテストを読み解き、そして戦力的にかかわる力が

必要ではないかというふうに私は感じるところですけれ

ども、このあたりの取り扱いについては具体的にどのよ

うになさっているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 

 いまの御質問は、Ｑ－Ｕテストの関係かと思います。 

 Ｑ－Ｕテストにつきましては、いま、議員の御指摘の

とおり、平成30年度から実施しまして、ことしで２年目

となります。年２回の実施をしまして、その中で、それ

ぞれの満足度等々を見ているところであります。御指摘

のとおり、学力の関係等もやはり関連いたしますので、

そこにつきましては、学力とのクロス集計等もしながら、

子供たちの状況を把握しているところであります。 

 具体的な活用方法につきましては、教育委員会が云々

ということよりも、学校側のほうでそれぞれ個々の児童

生徒の指導に役立ててもらうように、いま対応している

ところであり、教育委員会としては、全国学力・学習状

況調査とＱ－Ｕテストの総体の部分でのクロス分析はし

ておりますけれども、それぞれ個々の部分につきまして

は学校にお願いをしているところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いまの学校にお願いをしてい

るというところですけれども、私は、教員の底上げも必

要ではないかと思っていますし、学校によってはＱ－Ｕ

テストの結果を保護者に返す学校と返さない学校があり、

差があると思っています。そういった意味で、ある程度

の仕組みづくりというものは必要ではないかというふう

に考えております。 

 例えば、そういった形での勉強会を開催するとか、学

校として最低限こういうふうにしましょうというルール

づくりみたいなことは今後されていくのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 
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 Ｑ－Ｕテストの活用についての教育委員会としての一

定のルールづくり等ということかと思います。 

 先ほど答弁させていただきましたとおり、いまのとこ

ろは学校にお任せしているところであります。その結果

を保護者に返す、返さないも含めて、それぞれ学校ごと

の対応となっているところであります。始まりまして２

年目ということでもありますので、来年以降につきまし

て、いま御指摘のあった部分についても検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 次に、不登校児童生徒に対す

る効果的な支援の充実についてお伺いしたいと思います。 

 予兆への対応を含めた初期段階からの対応が大切とい

うことで、そこは共通理解を図れているかなというふう

に思っておりますけれども、通達の中で、各学校におい

て中心的かつコーディネーター的な役割を果たす教員を

明確に位置づけることが重要というふうにうたわれてお

ります。 

 本市の取り組みと考えについてお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 

 学校におきましては、まず、生徒指導担当の部長とい

いますか、責任者を置かせていただいております。その

部分で、管理職、校長、教頭、生徒指導部長を中心とし

て対応しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） いまは、生徒指導の担当を配

置されているということでした。 

 現在、富良野市の教育委員会には、学校教育アドバイ

ザーという役割を持たれた方が配置になっていらっしゃ

るかと思いますけれども、この学校教育アドバイザーの

役割、権限について、例えば学校で不登校の問題が生じ

た際にはどういった役割を担っているのか、お伺いした

いと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 

 教育委員会で配置をしています学校教育アドバイザー

のことでありますけれども、学校教育アドバイザーにつ

きましては、いま現在、校長のＯＢを採用いたしまして

担当してもらっているところであります。我々も教育の

専門家ではありませんので、そこの部分で学校教育に対

するいろいろな助言あるいは指導をいただくようなこと

で、アドバイザーを任用しているところであります。い

ま御指摘がありましたように、不登校であったり、ある

いはいじめ等々のときにも、必要な場合におきましては、

指導や助言を仰ぎながら対応してもらっているところで

あります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 次に、多様な教育の確保等に

ついてということで質問させていただきたいと思います。 

 先ほどの答弁の中で、ＮＰＯ法人教育サポートとの連

携をお話しされていたかと思います。学校教育の意義と

役割ということでは、やはり、子供たちが社会において

自立的に生きるという基礎を培うことが大切であり、そ

して、国家社会の形成者として必要とされる基本的な資

質を養っていくことが目的とされているかと思います。 

 本市には、「すべては子どもたちのために すべての

子どもたちのために」というすばらしいスローガンがあ

りますけれども、その中で、私は、児童生徒の学習権と

いうのはしっかり保障されるべきではないかというふう

に思っております。それで、いままでの適応指導教室は、

月曜日から金曜日まで開催があったほかに、週２回、学

習のチャンスがあるということですごく前進しているな

というふうに思っております。 

 いま現在、市内の不登校の中学生を中心に学習支援が

進んでいる中で、行政と民間との連携について、いま、

民間では、無償で、本当にボランティアでまちのために

協力してくださっているということで、私は大変感謝し

ているところです。 

 この取り組みについて、教育委員会としてはどのよう

に評価されているのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 

 不登校の子供たちに教育の機会を確保することについ

ての質問かと思います。 

 いまの質問にありましたとおり、本市におきましては、

平成15年より適応指導教室ということで設置し、不登校

の子供たちが学び、あるいは社会・学校復帰をするため

の形としていままで取り組んでまいりました。ただ、保

護者あるいは不登校の児童生徒からは、特に中学校３年

生くらいになりますと、その後の進路ということでの心

配が出てきているところであります。 

 いままでの適応指導教室につきましては、まずは学校
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に復帰させることを第一に、子供たちのやりたいことを

中心にやってきたところでありますけれども、その中で、

学習面に不安があるというお話があったことから、民間

のＮＰＯ法人に協力をいただけるということで、協定を

結ばせていただき、７月から週２回の学習の機会を設け

ているところであります。これにつきましては、我々教

育委員会としても非常にありがたいことだというふうに

思っているところでありますし、保護者の方からは、非

常に効果があるというふうにも言われているところであ

ります。 

 ただ、このままボランティアの方に甘えていていいの

かということもありますので、今後のあり方については、

やはり考えていかなければいけないというふうに思って

いるところであります。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 大変有効な形に変わっていく

のかということで、いまの答弁の中でさらなる前進がす

ごく見込まれた状況です。 

 ただ、私が１点気になっているのが周知方法について

です。いまは大分広まってきたと思っておりますけれど

も、知らないとおっしゃる保護者の方がまだいらっしゃ

るのも事実ですし、中学生などになってくれば、もう自

我が芽生えていますので、自分たちで何かを選択する力

ももう出ているかと思います。 

 そういったことを考えますと、文書での配付ももちろ

んいいのですけれども、例えば生徒会を活用して子供た

ちがみずから発信して、悩みがあったら悩まないで、こ

ういうことがあるんだよということを広く周知する方法

を考えることも一つかと思います。そのあたりも御検討

いただいて、さらなる前進を図っていただきたいなとい

うふうに思います。 

 さらなる前進ということで、今後の教育環境の充実に

ついてですが、いまは、学校に行かないのではなくて、

行けないということが不登校の子供たちに起きているの

が実態だというふうに私は理解しております。 

 初期の段階で適切なアセスメントを行うということを

先ほどから何度も伝えさせていただきましたが、これま

で主体的に取り組まれてきた富良野市適応指導教室の整

備の充実を進めることが必要だというふうに考えており

ます。 

 学校と行政のみにとどまらず、民間の柔軟性を生かし

た協力のもとにそういった教室を運営できる体制の拡充

を図る考えはおありなのか、再度お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えさせていただきます。 

 いまは、適応指導教室のさらなる充実ということでの

御質問であります。 

 先ほども答弁させていただきましたとおり、今年度か

ら、民間のＮＰＯ法人とも連携しながら進めているとこ

ろであります。今後は、その連携をさらに強化できるも

のは強化をし、少しでも内容が充実できるような形を考

えていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ６番大西三奈子君。 

○６番（大西三奈子君） 最後の質問とさせていただき

たいと思います。 

 早期把握と教育委員会の取り組みということで、現段

階では、不登校の児童生徒というのは複雑化、長期化し

た状態で報告が上がってきているのではないかというふ

うに感じております。実際の数字と現場で起きている声

を聞いたときの違和感からそういうことを感じるところ

ですけれども、子供たちに継続的に支援をする必要性が

あるというのは、不登校の背景にあるものが、いじめだ

けではなく、最近は、いじめよりも、発達障がいだった

り、家庭での虐待だったり、さまざまな要因があるかと

思います。 

 そこで、幼稚園や保育園、小・中学校の成長段階での

困り感を早い段階でキャッチして継続的に支援するため

には、教育委員会に所管がえされたこども未来課とのさ

らなる連携であったり、学校と教育委員会のパイプ役と

いったことでは、校長職や教頭職に相当する学校支援の

専門職として、子供たちの立場に立った教育現場を目指

すとして、私は、教育委員会の中に学校指導主事の配置

が有効だというふうに考えますが、その考えについて答

弁願いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 大西議員の再々

質問にお答えいたします。 

 教育委員会の中に教育指導主事を配置しないのかとい

うことでありますけれども、先ほども答弁させていただ

きましたように、いま現在、学校教育アドバイザーを設

置しておりますが、そこをさらに踏み込んだ形というこ

とだと思います。 

 それにつきましては、私どもも有効な部分だと思って

おりますので、今後の検討課題とさせていただきたいな

というふうに思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大西三奈子君の質問は

終了いたしました。 
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 次に、小林裕幸君の質問を行います。 

 ８番小林裕幸君。 

○８番（小林裕幸君） -登壇- 

 通告に従い、質問いたします。 

 １件目のコミュニティバスについて、コミュニティバ

スの必要性ですが、富良野市の人口は、11月末現在で２

万1,574人、65歳以上が7,096人、32.9％を占めます。75

歳以上にあっては3,817人、17.7％となっております。今

後、超高齢社会を迎えるに当たり、健幸都市を一つずつ

具現化しなければならないと考えます。 

 高齢者にとって、食生活、運動、健康診断はもちろん

のこと、外出して新しい発見をしたり、買い物をしたり、

買い物の計算をしたり、社会参加することで、歩行障が

い、認知障がいのリスクが軽減されると言われておりま

す。 

 また、昨今、高齢者の運転による自動車事故、高速道

路の逆走などが報道されているところですが、本市にお

いては、各地域からの移動手段としての自動車は必要不

可欠となっているのが現状のため、免許返納はなかなか

難しいと思われますが、対策を講じる必要があると思い

ます。 

 各地区内での移動手段の確保として、東山地区ではコ

ミュニティバスを有効に活用されていますが、公共交通

機関のない地区、他の地域でも、公共交通機関までの移

動手段として今後コミュニティバスが必要となると思わ

れます。 

 昨日、佐藤議員が市街地における都市交通の再編につ

いて質問をしておりましたが、私は、高齢者対策を含む

農村地域について質問いたします。 

 １点目に、高齢者の外出促進の考え方について。 

 ２点目に、高齢者の免許返納を促す対策についての考

え方。 

 ３点目に、農村地域における日常生活、通学等、幅広

く利用できる移動手段の確保について、以上３点につい

て伺います。 

 ２件目は、有害鳥獣駆除について伺います。 

 北海道のエゾシカの推定生息数は、平成23年の68万頭

をピークに、平成28年に45万頭に減少したと公表された

ところであります。ところが、平成29年に、過去にさか

のぼって修正をされております。平成23年ピーク時に77

万頭、平成30年には66万頭と、平成25年以降、ほぼ横ば

い状態になっております。 

 本市においては、エゾシカは、昨年より年間有害鳥獣

駆除の対象となっておりますが、平成25年の有害鳥獣駆

除・狩猟を合わせて1,238頭、平成26年以降、毎年、700

頭前後の捕獲頭数となっております。昨年11月の国有林

内での誤射死亡事故により、本年も、国有林、道有林、

東大演習林においても土曜、日曜、祭日のみの入林と規

制がかかっておりまして、さらに生息数の増加が懸念さ

れるところであります。 

 猟友会会員、鳥獣捕獲実施隊員の皆さんは捕獲に努力

されているところですが、捕獲に際し、回収を考えると、

農地での捕獲は二の足を踏むことも多くあると思われま

す。また、わな捕獲を除く猟銃での捕獲の中心年齢が60

歳から最高齢では84歳で、捕獲頭数の70％以上となって

いることから、今後の対策が必要と考えられます。 

 以上のことから、次の３点について伺います。 

 １点目に、有害鳥獣駆除の捕獲頭数の現状認識と今後

の対策について。 

 ２点目に、有害鳥獣駆除に対する農業者の協力体制の

周知について。 

 ３点目に、前回質問している３月議会以降の地域おこ

し協力隊についての検討状況をお聞きし、１回目の質問

といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 小林議員の御質問にお答えします。 

 １件目のコミュニティバスについて、コミュニティバ

スの必要性についてでありますが、高齢者の外出を促す

支援としましては、在宅生活の要支援・要介護認定を受

けた方、または同等の状態にあると判断された方で、Ｊ

Ｒやバスなどの公共交通機関を利用することが困難な方

に対して、月１回の往復分のタクシーチケットを交付し、

料金の助成を行っているところであり、利用希望者は年々

増加しております。 

 次に、高齢者の免許返納を促す対策については、75歳

以上の高齢者が運転免許を更新する際には、認知機能検

査を含む高齢者講習制度が実施されており、また、一定

の違反をした際には、臨時認知機能検査も導入されるな

ど、該当となる方に対する施策は進んでおります。 

 本市としては、自動車は、高齢者においても、通院、

買い物などの生活上必要であり、また、運転して外出す

ることが生きがいにもつながることから、自主返納促進

対策ではなく、高齢者安全運転支援策として、急発進防

止装置の購入費に対する補助事業などを検討してまいり

ます。 

 次に、農村地域における日常生活、通学等、幅広く利

用できる移動手段の確保については、本市のコミュニテ

ィカーは、医療機関への交通の手段として山部地区コミ

ュニティカーがあり、老節布線廃止に伴う東山地区コミ

ュニティカーと、島ノ下駅廃止に伴う島ノ下地区コミュ

ニティカーが運行されております。 

 農村地域では、利用者ニーズに即した見直しも求めら

れていることから、次期総合計画では、ＪＲ、路線バス、

コミュニティカー等の公共交通体系全体の再編を位置づ
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けるとともに、公共交通のマスタープランである地域公

共交通網形成計画の策定を検討してまいります。 

 次に、２件目の有害鳥獣駆除についての有害鳥獣駆除

とハンター減少対策についてでありますが、有害鳥獣駆

除におけるエゾシカの捕獲頭数は、平成30年度において

651頭を捕獲しており、駆除頭数はここ数年横ばいですが、

制度改正前の平成29年度までは狩猟期間である10月から

３月は有害鳥獣駆除頭数としてカウントしておりません

でしたので、この期間を加えた通年捕獲頭数では減少傾

向にあります。 

 現猟友会の会員数が現在より少ない10年前においても

1,000頭を超える捕獲を行っておりましたので、必ずしも

会員の減少だけが捕獲頭数減の要因ではありませんが、

猟友会会員の確保は、農業被害を防止するための重要施

策であると認識しております。 

 今年度においても、新たに狩猟免許を取得し、猟友会

に入会した方が２名おりますので、今後も、狩猟免許取

得に係る費用の助成事業により新たな人材の確保を図る

とともに、狩猟免許取得の啓発を行ってまいりたいと考

えております。 

 次に、地先の協力体制についてでありますが、農業被

害防止のための捕獲には、地先農業者の個体処理に係る

搬出等への協力は必要であると考えております。ＪＡふ

らのと連携し、有害鳥獣捕獲に対する農業者への協力体

制の周知、啓蒙を行ってまいります。 

 次に、ハンター減少対策として地域おこし協力隊員を

募集する場合は、有害鳥獣の捕獲のみではなく、それを

地域おこしにどのようにつなげるかという視点が重要で

あります。募集を行っている他自治体の多くは、鳥獣資

源の加工、活用など担うことも目的としておりますが、

本市における鳥獣資源の活用については、平成24年度に

エゾシカ解体処理施設建設に対して補助金を交付してお

ります。既に食肉としての加工への道筋がついているも

のと認識しておりますので、地域おこし協力隊員として

狩猟免許取得者を募集することは、現在、考えておりま

せん。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ８番小林裕幸君。 

○８番（小林裕幸君） それでは、順次、再質問したい

と思います。 

 まず、高齢者の運転免許の返納ということですが、先

ほど答弁にもございましたとおり、安全支援対策と言う

のですか、ブレーキアシストであるとか急発進防止装置

というお話がありましたけれども、これもある程度の年

齢までだと思うのです。万が一のための装置ということ

でございますので、もっと年配の方にとりまして、全く

これを頼りにしてしまうことには非常に不安を感じます。

区切りを何歳にするかはちょっとわかりませんが、ある

程度の年齢までであれば安全のためにもアシスト装置が

あったほうがいいと思いますけれども、高齢者に対して

はやはり返納してもらうのが一番いいと考えますので、

その点を伺いたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市民生活部長山下俊明君。 

○市民生活部長（山下俊明君） 小林議員の質問にお答

えいたします。 

 いまのお話にありましたように、個々によって年齢が

何歳だから運転できないというものではないと考えてお

りますし、健幸都市富良野の実現ということで、一人で

も元気で長生きして安全に運転していただくのが理想だ

と思っております。 

 ただ、免許返納に関しましては、当然ではありますけ

れども、免許更新の際に認知機能検査とか高齢者の講習

制度等が実施されておりますので、運転できる方に対し

ては免許が更新されているというふうに考えております。

安全に運転できるということで更新された方を含めて、

それでもなおかつということで、急発進防止装置といっ

た高齢者安全運転支援策などの対応をとっていきたいと

考えております。 

 免許返納数につきましては、昨日も答弁しております

が、更新しない方は返納者に含まれません。みずから免

許を更新しない方、また、家族と相談して更新しない方、

もしくは、持っているけれども、運転しないという方も

多数いらっしゃいますので、これからいろいろな方向で

協議をしていかなければ、自主返納した方だけへの対策

というのはなかなか難しい問題なのかなというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番小林裕幸君。 

○８番（小林裕幸君） 私のところもそうですが、やは

り、言っても聞かないというのが現状だと思います。ち

なみに、うちの父も93歳まで運転しましたが、言うこと

を聞かないのです。実際に、家族の方が言っても聞かな

いので、困っているというのがほとんどだと思います。

そんなことから、アシストブレーキ、急発進防止装置と

いうものも大切かと思います。 

 また、それに伴いまして、免許を返納した場合に、コ

ミュニティバスが必要になってくるというふうに考えま

す。コミュニティバスと言うのが正しいかどうかわかり

ませんが、東山につきましては、コミュニティバスとい

うことで、大型のバスを運行しております。（発言する

者あり） 

 コミュニティバスというか、コミュニティワゴンとい

う中で、大型バスとかマイクロバスとなると大型免許が



 - 66 - 

必要になってくると思います。コミュニティワゴンであ

れば普通免許で乗れますが、やっぱり大型免許となると

運転者がいないという問題もあると聞いております。そ

こで、コミュニティワゴンという形で推進してはどうか

と思うわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 小林議員の再質問にお答え

します。 

 いま、小林議員からお話をいただきましたように、東

山地区においてはワゴンを活用させていただいて、地域

の方たちが運営している状況になってございます。こち

らについては、他の都市でも使われておりますので、活

用の方法はあるだろうと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番小林裕幸君。 

○８番（小林裕幸君） 済みません。勘違いをしており

ました。バスというのはスクールバスでした。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 有害鳥獣駆除に関してですが、もう何年も前になりま

すけれども、ある地区では、捕獲をした場合、連絡先が

猟友会になっておりまして、そこに電話をすると、回収

を手伝ってくれました。それから、農業者に対しては、

農協からだと思うのですが、回収の際、ハンターに協力

してくださいというような文書が流れていたように思い

ます。現在、捕獲頭数が減っている中で、そういうよう

な体制づくりをしていただけると、捕獲頭数も伸びるも

のと考えます。 

 そんな中で、先ほど農協と協議して進めたいというこ

とでしたが、どのような形で協議を進め、どのような方

法でハンターに対して支援をしてもらおうと思っている

のか、お聞きしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 小林議員の再質問にお答え

いたします。 

 エゾシカ等、農作物被害防止・減少のための有害鳥獣

駆除でございますので、農家の方々に、御自分の経営等

に直接関連するものという認識を十分持ってもらうよう、

農協とも連携しながら、春先に文書等を出す場合、ある

いは秋に出す場合、折々において、いまは農家の皆様に

ファクス等で一斉に送信できる形になってございますの

で、それも活用しながら、ハンター等、有害鳥獣駆除へ

の協力といいますか、みずから進んでやりましょうとい

うことも含めてお話ししてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ８番小林裕幸君。 

○８番（小林裕幸君） 本年の第１回定例会において、

有害鳥獣駆除に特化した地域おこし協力隊の募集につい

て質問いたしましたところ、いま時点では考えていない

という御答弁をいただいたわけでございます。 

 有害鳥獣駆除のみならず、有害鳥獣の調査だったり、

例えば出没状況調査であるとか、いま現在、この地域で

鹿がいっぱい出ているよとか、ここに熊が出ているとか、

そういういろいろな情報を猟友会に伝えることによって、

実施隊員の方は、そこに行きやすくなるし、移動しやす

くなると思います。少し前ですが、東部地区の農協のと

ころに地図がありまして、いまはここに鹿が出ています

というように地図に落としてもらったことがあります。

そういうものを見ながらハンターが移動して、駆除する

ことが大変有効だというふうに感じました。いま現在は、

やっていないと思います。 

 地域おこし協力隊員を募集することによって、いろい

ろな調査研究をしていけば有害鳥獣の捕獲増加に役立つ

と思われますので、申しわけないですが、もう一度、御

答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 小林議員の再質問にお答え

いたします。 

 有害鳥獣駆除が減っている現状に対しては、ハンター

の減少も一因ではないかということを踏まえながら、猟

友会メンバーやハンターの増加等がその対策の一つとし

て必要ということでございまして、いま、狩猟免許等取

得に関しましては、市のほうとしても補助等を行ってご

ざいまして、１年間に一人、二人と徐々にふえてきてい

る状況であると認識しております。いま言った地域おこ

し協力隊となりますと、通年を通して富良野市で雇い上

げるような形になりますので、ハンター等を主流にとい

うことにはなりませんし、ほかにどのような形で活動し

てもらうかということを十分に詰めなければ、富良野市

での１人工の雇い上げは非常に難しいかなと思ってござ

います。 

 他市の状況等もいろいろ調査させてもらっております

けれども、現状では、富良野においては地域おこし協力

隊の雇用という形は考えてございません。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、小林裕幸君の質問は終

了いたしました。 

 ここで、午後１時まで休憩いたします。 

     ――――――――――――――― 
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        午前11時57分 休憩 

        午後１時01分 開議 

     ――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 午前中に引き続き、会議を開き

ます。 

 午前中の議事を続行いたします。 

 次に、家入茂君の質問を行います。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） -登壇- 

 それでは、さきの通告に基づき、学卒者地元就職促進

事業及び国際理解教育の推進について。 

 １、学卒者地元就職促進事業について、市内の中学生、

高校生の若者の人材確保と地元就職を応援するため、よ

り積極的に学校と市内企業のマッチングを図り、空き店

舗などを活用したスペースでの出店も視野に入れ、事業

機会の促進を図るべきと考える。 

 ２、グローバル社会に対応できる人材育成について、

ＡＬＴ、アドバイザーによる英語の学びを中心とした教

育に加え、生きる力を育む国際理解教育を積極的に推進

するべきと考える。以上２件について質問させていただ

きます。 

 １件目は、学卒者地元就職促進事業について、まずは、

富良野緑峰高校と市内企業とのマッチングを積極的に図

り、出店も視野に入れて事業機会の促進を図るべきと考

えるが、その見解について伺います。 

 経済産業省などの調査による事業の開業率を見ますと、

1970年代の後半には７％以上あった開業率は、1993年、

平成５年に約５％、その後、さらに４％台にまで低下傾

向が続き、ようやく2015年には5.2％に達しました。アメ

リカやイギリスの開業率は、日本に比べるともっと高く、

約２倍以上あり、巨大企業群は、20代という若い世代か

ら起業を行い、成功をおさめています。起業家を年齢別

に見てみますと、日本政策金融公庫総合研究所の調査、

2018年９月によりますと、最も多いのが29歳以下で全体

の30.1％、30歳代で25.8％となっており、若い世代が約

56％を占め、最終学歴は、高校を含め、専修、各種学校

卒業での起業は34.4％となっています。 

 本市においての人口推移を国立社会保障・人口問題研

究所による数値で見てみますと、15歳から64歳の生産年

齢人口は、2015年の１万3,133人から、15年後の2030年に

は9,495人と28％の減少、ゼロから14歳の年少人口は31％

の減少となります。今後、ますます働き手である生産年

齢人口、若年層の人口減少傾向が進む中、若い人たちが

将来に希望を持って生活できる環境や、みずから起業し、

このまちの担い手として住み続けられる仕組みをつくる

ことが重要であると考えます。 

 人口減少対策は、地域活性化を目指した経済的指標が

重要と捉えられがちですが、今後は、経済循環と同時に、

地域社会に貢献するというような新しい価値観を持った

起業家の登場が望まれ、高校生などの生徒が主体となっ

た出店をまちづくりの新しい魅力の一つとして考えてい

く必要があると思います。 

 地域活性化のベース指標としまして、本市の2018年度

観光経済調査によりますと、観光経済波及効果は推計465

億円に達し、年間総消費額は274億円、観光客数は190万

人を超えています。特にインバウンドの道内への来訪者

は312万人と、ここ４年で２倍以上になっており、本市に

おいても同様に増加傾向にあります。 

 最近、増加傾向にあるインバウンド対策を含め、本年

10月に開かれたＧ20観光担当相会合では、道内の高校生

８名が、約200人の海外代表団を前に、みずから考案した

持続可能な観光のあり方としての体験型観光の取り組み

を提案、特産物を地域の利益とする中で住民の意識も高

まると指摘し、魅力的な観光プランをつくるためには、

地域の魅力とは何かを考えることが第一歩などと英語で

提言しました。 

 本市には、地域の魅力を伝えるための取り組みを行っ

ている高校生たちがいます。富良野緑峰高校園芸科学科

の生徒たちです。農業、工業、商業の３大学科が集まっ

た学科集合型の高等学校で、農業系、工業系、商業系の

三つの産業系学科を持つ学校としては、北海道では、唯

一、富良野緑峰高校のみとなっています。農と食のスペ

シャリストを育成する園芸科学科では、2002年度、平成

14年度から地元農産物を利用したお菓子づくりや、つく

ったお菓子の商品化を行っています。御当地グルメのオ

ムカレーを通して学校の外にも学習機会の場を求め、2004

年にはふらのカレンジャー娘を結成、本市の友好都市で

もある西脇市との新たな交流も2012年から始まり、西脇

市内のレストランでは、西脇高校の生徒が考案した富良

野オムカレーが期間限定で提供されています。 

 「スイーツでまちを元気に」を合い言葉に、第５回高

校生チャレンジグルメコンテストでは、「ふらの大地の

恵みムースメロン」が大賞を受賞、本年第７回コンテス

トでは、フラノマルシェのイメージキャラクターでもあ

るトマトのトマ☆Ｐをモチーフとした「Ｐ☆まん」で味

の匠賞、わがまち発信賞、タフスコーポレーション賞で、

見事、３部門の入賞に輝きました。 

 入賞した「Ｐ☆まん」は、甘酸っぱいトマトづくしの

赤色のまんじゅうで、使用するトマトは園芸科学科で栽

培されたもの、牛乳も地元産のものを使用し、トマトと

牛乳のコラボと見た目のかわいらしさが目を引く一品と

なっています。市内の菓子製造販売店とのコラボ商品と

して、授業で育てたメロンを使った緑峰育ちの完熟メロ

ンタルトの店頭での限定販売も行いました。 

 また、大手コンビニチェーンと共同開発して商品化し

た富良野産のタマネギや道産小麦を使用したもっちりと
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した食感の富良野オムカレー風パンやオムカレー風弁当

を販売したり、イベントや老人ホームなどでオムカレー

をつくって提供したりと、地域の魅力の発信と宣伝にも

力を注いでいます。 

 高校生が発案し、企業とのコラボにより、商品化され

た商品の販売と同様の発想で、現代のグローバル市場を

牽引している考え方は、まずはやってみるという精神で

す。現在、巨大市場を持つＩＴ企業大手は、画期的な商

品やサービスは、まずは出してみて、市場からのフィー

ドバックに合わせて改良したり、撤退したりを行ってい

ます。完全なものを目指していたら、いつまでたっても

変革は起こせない、とにかく小さく始め、まずは、プロ

トタイプ、試作品をつくり、あとは、市場からのフィー

ドバックを反映させていき、ＰＤＣＡサイクルを回し進

めていくという方法により行います。これまで重視され

てきた論理だけで攻めるロジカルシンキングだけではな

く、感性や創造性により生み出されるアイデアを重視す

るデザインシンキングの手法を加えていくという発想の

拡張が必要になり、この手法は、高校生などの若い力の

柔軟な発想力と創造力により開発し、商品化することに

通じることであると思います。 

 未来を見据えた労働力確保と地域経済の活性化、地域

社会に貢献するという起業家の推進を図るためにも、学

生、生徒の段階から実社会での経験と経営のノウハウを

学ぶことはとても重要なことであると思います。 

 今後、多くの若者に未来の起業家として富良野に住み

続けてもらい、富良野の新しいまちづくりの魅力をつく

っていくためにも、まずは、富良野緑峰高校の高校生と

市内企業とのマッチングを図り、地域を担う人材育成と、

企画した商品の販売を行う出店の後押しを積極的に図る

べきであり、定員割れしている高校の現状を捉え、この

ことにより将来の高校のブランド力強化にもつなげてい

く必要があると考えます。 

 ２件目に、グローバル社会に対応できる人材育成につ

いて、ＡＬＴ、アドバイザーによる英語の学びを中心と

した教育に加え、生きる力を育む国際理解教育を積極的

に推進するべきと考えるが、その見解について伺います。 

 本市の国際理解教育は、第３次学校教育中期計画によ

り、推進項目の中で、社会のグローバル化に対応する国

際理解・外国語教育とうたっております。国際理解とは、

ユネスコ、国連教育科学文化機関が提唱した概念であり、

異なる人種、民族、文化的背景を持った人々の歴史、言

語、習慣、伝統、価値観、社会システムなどに対する知

識と理解、共感を促進することを目的として行われる教

育のことです。 

 この国際理解教育の推進拠点として、1953年に発足し

たのがユネスコスクールです。ユネスコスクールとは、

ユネスコ憲章に示されたユネスコの理想を実現するため、

平和や国際的な連携を実践する学校で、1974年の国際理

解教育に関する勧告により、果たすべき役割が強く示さ

れています。ユネスコスクールは、現在、文部科学省及

び日本ユネスコ国内委員会により、ＥＳＤ、持続可能な

開発のための教育の推進拠点として位置づけられており、

その概念は、持続可能な社会をつくっていくために、Ｅ

ＳＤ、国際理解教育、環境教育、人権教育、世界遺産教

育などのグローバルな教育課題に力を注いでいくことと

されています。 

 ＥＳＤとは、持続可能な社会の担い手を育む教育で、

これにより持続可能な社会を創造していくことを目指す

学習や活動です。2002年のヨハネスブルグ・サミットで、

政府は、持続可能な開発のための教育の10年を提唱し、

第57回国連総会決議により、2005年から2014年までの10

年間を国連ＥＳＤの10年とし、ユネスコが指導機関に示

されました。その後、2014年、あいち・なごや宣言にお

ける世界会議では、国連、ＥＳＤの10年の後継プログラ

ムであるＥＳＤに関するグローバル・アクション・プロ

グラム、ＧＡＰの開始が正式に発表され、このような流

れの中で、現在、ユネスコスクールは、国内に約1,100

校、世界に約１万1,000校以上あります。 

 グローバル化の進展に伴い、日本は、他国との関係な

しには、その社会、経済を支えることはできません。資

源、エネルギー、食料、労働力、衣服、電化製品に至る

多くのものを輸入等により世界各国に依存しており、食

料自給率は40％、石油は99％以上を海外に依存している

のが現状です。また、そのような中で発生する世界が抱

えるさまざまな問題を自分たちの問題として捉え、地域

の課題から取り組むことにより、それらの解決につなが

る新たな価値観やその解決のためにみずから行動できる

人材を育てていく必要があります。 

 グローバル人材とは、他者と深い信頼関係を構築でき

る能力を持った人材であり、国内のみならず、国境を越

えた文化や生活習慣を理解し、協力、共感を通じてさま

ざまな課題や問題を解決できる人間ならではの創造性の

高い仕事に価値を置くことができる人材です。与えられ

た課題に教科書や前例どおりの答えを出す能力は、ＡＩ

にとってかわられていきます。世界最大級の投資銀行で

あるゴールドマン・サックス本社のアメリカ株の取引部

門では、2000年には600名いたトレーダーが2017年には２

名になってしまいました。そのかわりにふえたのが、株

式売買の自動化をサポートするエンジニアたちです。こ

のような時代だからこそ、人間にしかできない創造性の

高い仕事ができ、かつ、考えを行動に移すことができる

人材が必要になってくることと思います。 

 これからの急速な社会の変化は、ＡＩやグローバル化

の進展により、ますます予測が困難になってきます。持

続可能な社会のつくり手の育成を目指したグローバルな
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人材を育成するためにも、外国語の学習を中心とした国

際理解教育に終始するのではなく、ＪＩＣＡ、国際協力

機構などを活用した国際協力、ＳＤＧｓ等を中心とする

生きる力を育む国際理解教育を積極的に推進するべきと

考えます。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 家入議員の御質問にお答えします。 

 １件目の学卒者地元就職促進事業についての市内中

学・高等学校と中小企業が共同で実施する事業の推進に

ついてでありますが、近年、キャリア教育の取り組みが

進む中で、本市においても、学校と地元企業が共同で商

品開発を行い、イベントの出店、販売を行うなど連携し

た取り組みが行われているところでございます。このよ

うな取り組みに対し、市では、平成30年度から、富良野

市中小企業振興総合補助金において、中小企業が市内中

学・高等学校と共同で実施する事業を対象として、学卒

者地元就職促進事業を創設したところであります。 

 生徒が実際の仕事にかかわりを持つことで、地元企業

の仕事に対する興味、関心を育み、経営の視点を養うこ

とや、郷土への愛着を深めるきっかけとなり、また、企

業には、地域産業を支える若手人材の育成、確保につな

がり、学生と企業の双方のマッチングを促すものであり

ます。インターンシップ制度による職場体験に加え、こ

の事業を実施することにより、新規学卒者が市内企業へ

の関心を高め、地元企業への就職率向上や、大学、専門

学校等への進学後、市内企業へＵターン就職を促す効果

が期待できるものと考えております。 

 また、空き店舗を活用した出店については、学校と事

業者がお互いの意向を十分理解し合った上で、どのよう

な形態で出店するのが効果的なのか、そのニーズに見合

う空き店舗が地域にあるかなど、地域の商店街や商工会

議所、商工会と連携した取り組みが必要と考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、御答弁願います。 

 教育委員会教育長近内栄一君。 

○教育委員会教育長（近内栄一君） -登壇- 

 家入議員の御質問にお答えいたします。 

 ２件目のグローバル社会に対応できる人材の育成につ

いての国際理解教育の推進についてでありますが、現代

のグローバル社会において、子供たちが国際的視野を持

ち、新しい時代を生き抜くための資質、能力を育むこと

は重要であります。 

 本市では、小学校においては、新学習指導要領に基づ

く外国及び外国語活動を先行実施するなど、児童生徒が

外国語に触れ合う機会を創出するとともに、ＡＬＴ、青

年海外協力隊や海外派遣の経験のある教員が授業の中で

身近な遊びや食生活などを例に、日本との文化や生活習

慣の違いを学ぶほか、社会科の授業においては、外国の

歴史や文化、産業を学ぶなど国際理解を進めております。

さらに、今年度からは、児童生徒の心に響く道徳教育の

講師として海外医療ボランティアの経験のある医師に依

頼し、グローバルに対応できる人材の育成に努めている

ところであります。 

 今後も、国際理解を深めるための機会創出や、活用で

きる機関などの情報収集に努め、新しい時代を生き抜く

ための資質、能力の育成を図る教育活動を進めてまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） それでは、順次、再質問させてい

ただきます。 

 まず、学卒者地元就職促進事業についてお伺いしたい

と思います。 

 こちらは、平成30年度から行われている事業であると

私は認識しております。そこで、30年度と31年度はどの

ように行われているのかということを調べてみたのです

が、実際には企業の見学会しか行われていないという状

況でした。 

 いまの市長の答弁からしますと、今後、高校生とのマ

ッチングを考えていくとおっしゃっていましたので、現

実にどのようにマッチングを考えているのか。また、地

元の中学校と高校というのは、幾つもある中で、私は緑

峰高校が最適ではないかと思っているのですが、その辺

も具体的にどのように考えているのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 家入議員の御質問にお答え

いたします。 

 平成30年度から実施いたしました新しい補助メニュー

でございますが、地元の学生と企業をマッチングするた

めの手段として、いまの実績としては、企業見学等しか

実施されていないというお話でございましたけれども、

加えまして、その中では体験も行っておりますし、必要

に応じてセミナー等も開催している経緯がございます。 

 これにつきましては、先ほど例に挙がりました高校生

チャレンジグルメコンテストへの対応等にも活用するこ

とが可能と考えておりますし、そのための共同での商品

開発、あるいは、マーケティングの調査等についても活

用できるものと考えております。また、いまあります方

法以外にも、こういったものに活用できないかという新



 - 70 - 

しい手法等の御提案がありましたら、補助の内容等も拡

充してまいりたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） いまの経済部長の御答弁により、

告知方法と活用方法については理解いたしました。 

 今度は、さらに踏み込みまして、そもそも、学卒者地

元就職促進事業というものは空き店舗を活用したチャレ

ンジショップ開店事業であるとうたわれております。で

すから、そこを考えた上で、どう告知していくのかとい

うことですね。ただ見学して、こういう事業があります

よ、体験でこういうことをやってくださいというだけで

は、実際に事業を起こすところまではいかないと思うの

です。その辺をどのように考えているのか、お聞かせく

ださい。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 家入議員の御質問にお答え

いたします。 

 空き店舗を活用した出店等、いわゆるチャレンジショ

ップ等での活用という御質問かと思いますけれども、中

小企業振興総合補助メニューの中には、新規出店への補

助、あるいは事業拡大等への補助もございますので、企

業がこういった方向で新しく出店したい、あるいは新し

く企業を起こしたいという方がいた場合、空き店舗の活

用も可能かと思ってございます。 

 加えて、そのときにアンテナ的に学校との連携等も可

能な場合が出てくると思いますので、その辺の組み合わ

せ、コラボレーションがうまくいくようにいろいろ考え

て、知恵を出し合いながら、よりよい、より使いやすい

事業にしていきたいと思ってございますので、こういっ

た事案はという例をいただければ、対応になる、ならな

いということも含めて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） 学卒者、生徒というのでしょうか、

富良野市内に住まわれている緑峰高校の生徒をできれば

富良野市内にとどめておくとか、卒業しても市内企業に

就職してもらうことを考えた場合には、より積極的に、

もっと踏み込んで学校とのマッチングを図ったほうがい

いのではないかと思います。 

 私は、先日、富良野緑峰高校に行って話を聞いてきた

のです。そうしたところ、授業は２時間しかないという

ふうにお話しされていたのです。ですから、その２時間

の中で、先ほど経済部長がおっしゃったようなチャレン

ジショップ的な、アンテナショップというのでしょうか、

そういったところで商品を販売していくと、あるいは、

もう一つ先に行って、店舗という感じで、月曜日から金

曜日まで１週間を通してやらなくても、例えば土・日だ

けの出店ということも考えられると思います。その辺は

どうですかと、高校の先生に聞いてみたら、反応はなか

なかよかったです。 

 ですから、もしできるのであれば、市がもっと積極的

に学校に働きかけることをされてはどうかと思うのです

けれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 家入委員の御質問にお答え

いたします。 

 ２点の御質問かと思います。 

 １点目は、いわゆる学卒者、新卒者等が地元に残るよ

うな方策ということですが、いまは、企業の紹介という

形で、高校３年生あるいは２年生の段階から、地元企業

はこういったところがありますよと紹介する場として説

明会等を開催してございます。あわせまして、先ほど申

し上げました職場体験、いわゆるインターンシップを取

っかかりとして、それぞれどういった企業なのかという

御紹介等をしていくのが最初かなと思ってございます。 

 次に、いわゆるチャレンジショップ、アンテナショッ

プ的にお試し開店的なものはいかがかということでござ

います。今回、市の商工観光担当のほうでやっておりま

す中小企業振興総合補助金は、あくまでも中小企業がこ

れから続けていくため、あるいは新規出店のためにとい

うことを主眼としたものでございます。平成30年度から

高校生等とコラボしながら何かできないかという部分の

きっかけづくり等を含めて新設した事業でございまして、

アンテナショップ等、空き店舗の活用も含めて、これか

らどのような方法でできるか考えていかなければなりま

せんが、あくまでも継続してやっていくことが最終目標

でございますので、お試し的なものについては今後検討

してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） 今後も継続して検討していくとい

うお話はわかったのですけれども、そもそものこの目的

というのは、学生と企業が共同して行う事業となってい

るわけです。ただ、対象となる補助金の申請者というの

は市内企業になっていると思うのです。そうすると、学

生が手を挙げて、この企業と実際にやっていきたいとい

うことになると、授業で学校の先生に聞いたりしないと

非常に難しいのではないかと思うのです。 

 ですから、私は、先ほどマッチングのためにも学校の

ほうにより積極的にお話ししたらどうですかという話を
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したのですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 家入議員の御質問にお答え

いたします。 

 中小企業振興総合補助金は、もちろん企業等を対象と

した補助金でございますが、いま言ったように、学卒者

地元就職促進事業という形でコラボレーションできるよ

うな事業も新設いたしましたので、こちらについては、

企業に限らず、学校側のほうにも紹介するようにしてま

いりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） いま、経済部長のほうから、学校

側に紹介してまいりたいと思いますという答弁いただい

たのですけれども、具体的にどういう形をとって、どの

ような方法でやっていくのか、その辺をお伺いしたいと

思います。どうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 経済部長後藤正紀君。 

○経済部長（後藤正紀君） 家入議員の御質問にお答え

いたします。 

 緑峰高校には、先ほどの高校生チャレンジグルメコン

テストなり、あるいは各事業等の報告をいただいてござ

いますし、いろいろなイベント等でも協力いただいてお

ります。その折に生徒なり先生方とお話しする機会もご

ざいますので、そういう機会も含めながら、あわせまし

て、企業紹介の中にも盛り込めるように、こういった連

携もできますよという紹介の方法もありますし、ほかに

も紹介方法があると思いますので、ホームページ等での

紹介はもちろん、いろいろな手法等も含めて検討してま

いりたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） 学卒者につきましては、今後、広

報等を通じて学校の先生のほうに話していくということ

ですので、この辺は了解いたしました。 

 次に移りたいと思います。 

 ２件目の国際理解教育の推進についてお伺いしたいと

思います。 

 私は、国際理解教育というものをちょっと見てみたの

ですが、現在の教育課程の中では、外国語の教育という

ものを中心に、それを通して国際理解をしていこう、そ

ういうような形で進めていると思います。 

 ところが、ユネスコが理念としている国際理解教育と

いうものは、国際間の共生や連帯意識を持つということ

になっております。ですから、そうした連帯意識や共生

ということについてどのように授業の中で持たれている

のか、先生がどのように考えて生徒に指導されているの

か、その辺をお聞きしたいと思います。どうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 家入議員の質問

にお答えいたします。 

 国際理解教育について、学校側でどのように取り組ま

れているかということであります。 

 議員のお話にもありましたとおり、いまの社会という

のは、やはり、日本国内だけにとどまることなく、世界

の中でつながって経済などが成り立っているところであ

ります。あわせまして、いまは多様なものを受け入れる

というような状況になっています。そのためには、やは

り、子供のころから、多文化を受け入れる資質、能力と

いうものを育まなければいけないというふうに思ってい

ます。 

 そこで、学校ではどのように取り組んでいるかという

ことでありますけれども、やはり、国際理解教育だけに

時間をとるわけではありませんので、いまできる教育課

程の中の最大限ということで、まずは外国語教育を中心

として、総合的な学習の時間、あるいは社会科の時間等々

を活用しながら、海外のそれぞれの文化、産業、歴史等々

を学んでいるというのが現状なのかなというふうに思っ

てございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） いまの教育部長の答弁によります

と、現状ではどういうことをやっているのかというのは

わかりました。 

 教育部長の言うとおり、授業の中で国際理解教育の時

間をふやすということは、私も非常に難しいのかなとい

うふうに思っています。ですから、生徒が国際的なこと

を理解するためには、まずはＡＬＴなどの外国人の方と

接することから始まると思うのです。現状としましては、

外国人のＡＬＴの方は、先進国といいますか、日本とか

アメリカとかカナダ、ヨーロッパ、イギリスを含めて、

そういう国から来ている先生が多いと思います。しかし、

国際という問題になりますと、先進国ではない、開発途

上国というか、例えばアフリカとか、人口の問題や飢餓

の問題、食料の問題などさまざまな問題を抱えている国

があると思うのです。仮にＡＬＴがそういった国から来

ているということであれば、生徒はそういった現状を知

ることができると思うのですけれども、その辺が非常に

弱いのかなと思います。 

 その辺を補完するために、いまどのように考えられて

いるのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。
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どうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 家入議員の再質

問にお答えいたします。 

 これまでといいますか、以前は、海外と言いますと、

外国ということではやっぱり欧米に目を向けているのが

中心だったのかなと思いますけれども、現状の世界的な

経済発展等を見た場合には、アジアを含め、これまで発

展途上国と言われていた国々が非常に力をつけて発展し

てきているという状況もあります。ただ一方、発展して

いることの裏返しの部分で、貧困であったり、飢餓とい

う現状があるのも実態だというふうに思っています。 

 そこの部分につきましては、教育課程の中で、先進国

だけではなくて、発展途上国等のメニューも、一部では

あるかもしれませんけれども、入っているかと思います。

そういう中で興味を持っていただき、また逆に、興味を

持っていただいた部分を子供たち、児童生徒がさらに調

べていく、調査をしていくように個人的な意識を持って

いければ、それはいいことではないのかなというふうに

思っているところです。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 ４番家入茂君。 

○４番（家入茂君） いまの教育部長の答弁によります

と、学校ということもありますけれども、まずは、自分

の家族というのでしょうか、家庭環境というところから

学習するということで、私もそれは非常に重要だと思っ

ております。 

 でも、そのほかに、私は、この間、札幌のＪＩＣＡに

行ってきたのです。そこの１階に地球ひろばというとこ

ろがありまして、そこは、国際理解教育、グローバル教

育向けの体験型施設になっておりまして、生徒が世界の

多様性やその課題がわかるような体験のできるコーナー

がありました。さらには、ＪＩＣＡが主体となった国際

協力出前講座というものがあります。これは、発展途上

国といいますか、先進国ではない国に海外青年協力隊と

して実際に２年間ほど行って日本に帰ってきた方が、Ｊ

ＩＣＡを通して学校等に行って、自分たちの経験を生徒

にお知らせしている講座です。その講座をぜひやってみ

たらどうかと思うのですけれども、どうでしょうか。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 教育委員会教育部長亀渕雅彦君。 

○教育委員会教育部長（亀渕雅彦君） 家入議員の再々

質問にお答えさせていただきます。 

 外部の機関、ＪＩＣＡ等々の出前講座を使えないかと

いうことであります。 

 答弁の中でも述べさせていただきましたが、やはり、

これから国際理解教育というのは重要だというふうに考

えております。その中で、授業あるいは学校の課程の中

でどのような形で取り組むのかについては、検討してい

かなければいけないと思いますけれども、出前講座等々

を活用するようなことも考えていきたいというふうに思

っておりますし、また、保護者の方からも、そのような

取り組みをしてほしいというような要望を学校側に上げ

ていただければというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 よろしいですか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、家入茂君の質問は終了

いたしました。 

 次に、大栗民江君の質問を行います。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） -登壇- 

 通告に従い、一般質問します。 

 １件目は、国土強靱化地域計画についてです。 

 １項目めに、富良野市の強靱化地域計画の策定に向け

た取り組みについてお伺いします。 

 平成25年12月、強くしなやかな国民生活の実現を図る

ための防災・減災等に資する国土強靱化基本法が制定さ

れ、平成26年６月に、同法第10条に基づく国土強靱化基

本計画が策定されました。これは、東日本大震災により、

いままでの防護という発想によるインフラ整備中心の防

災対策だけでは限界があるとの教訓に基づいて制定され

たもので、同法第４条において、地方公共団体の責務を

明記するとともに、第13条において、都道府県または市

町村は、国土強靱化地域計画を定めることができると明

記されました。 

 この国土強靱化地域計画を進めるには、主に三つのメ

リットがあるとされています。 

 一つ目に、被害の縮小であります。地域が強靱化され

ることにより、どのような災害などが起こっても、被害

の大きさ、それ自体を小さくできる。 

 二つ目に、各種事業施策のスムーズな進捗であります。

平成27年１月に、国土強靱化地域計画に基づき実施され

る取組等に対する関係府省庁の支援についてを決定して

おり、地域計画に基づき、実施される取り組みには、関

係府省庁所管の交付金、補助金等による支援が講じられ、

地域の強靱化がより効果的かつスムーズに進捗する。 

 三つ目に、地域の持続的な成長であります。大規模災

害などのさまざまな変化への地域の対応力の増進をもた

らし、地域の持続的な成長を促すもので、強靱化の推進

を広く周知、広報することを通じて、結果として投資を

呼び込むことにもつながる可能性があると言われていま

す。 



 - 73 - 

 令和元年11月１日現在における国土強靱化地域計画の

策定状況は、都道府県は全て策定しておりますが、市町

村の策定状況は低く、北海道では、策定済みが17市町村、

策定中が37市町村、策定予定が111市町村、検討中が９市

町、５市町が策定予定なしという状況であります。国土

強靱化地域計画の策定については、市民の生命、財産を

守ることを最大の目的として、そのための事前の備えを

効果的かつ効率的に行うとの観点から、早急に策定、公

表するべきと考えます。 

 そこで、国土強靱化地域計画に対する市の見解をお伺

いします。 

 富良野市においては、いつごろを目途にこの強靱化地

域計画を策定しようと考えておられるのか、計画策定の

見通しについてお伺いします。 

 ２件目は、安定的な水の供給の確保についてお伺いし

ます。 

 １項目めに、水道事業の現状と今後の取り組みについ

てです。 

 現在、我が国の水道は97.8％の普及率に達し、水道は

国民生活の基盤として必要不可欠なものとなっておりま

す。今後、人口減少社会が到来し、約40年後、日本の人

口は8,600万人程度になると推計されているところであり、

それに伴う水の需要減や水道施設の老朽化、深刻化する

人材不足など、将来にわたる事業維持が懸念されており

ます。本市でも、約40年後、富良野市の人口は１万2,000

人台程度になると推計されており、安定的な水の供給を

確保するためには、施設の耐用年数を踏まえた計画的な

維持、補修や、機能更新を進めることが求められている

と考えます。 

 そこで、富良野市の水道事業の現状と将来の見通しに

ついてお伺いします。 

 １点目に、水道施設の適切な資産管理を推進する上で

欠かすことのできない水道台帳の整備状況はどのように

なっているのでしょうか、お伺いします。 

 ２点目に、日本のインフラは、高度経済成長の1970年

代に急速に整備が進んだため、今後、一気に老朽化の波

が押し寄せてまいります。全国の管路更新率は0.76％の

状況であり、このままのペースでは、全ての更新をする

までに130年もかかる見通しであります。 

 そこで、富良野市では、管路更新率は何％なのでしょ

うか、管路更新の現状についてお伺いします。 

 ３点目に、水質の安全を確保する上で早急な更新が必

要な鉛管とアスベスト管の交換は終えているのでしょう

か、現況についてお伺いします。 

 ４点目に、今後、こうした老朽化した水道管路の更新

の優先順位はどのように考えているのでしょうか、お伺

いします。 

 ５点目に、平成28年の熊本地震では、断水が約44万

5,000戸に及び、市民生活に甚大な影響を与え、復旧には

相当の時間を要しました。水道管の継ぎ目に伸縮性を持

たせる耐震化を本市では今後どのように進めていかれる

のでしょうか、今後の取り組みについてお伺いします。

また、水道施設への被害は、２度にわたる震度７の地震

規模から見ると比較的少なかったとされ、耐震化に対す

る重要性が再確認されました。富良野市における水道施

設の状況はどのようになっているのでしょうか。 

 ６点目に、水道事業の更新需要と財政収支の見通しを

把握するためには、長期的視野に立った計画的資産管理、

アセットマネジメントが求められております。厚生労働

省は、平成21年７月に、水道事業におけるアセットマネ

ジメント、資産管理に関する手引きを作成し、その簡易

支援ツールを平成25年６月に公表し、全国の水道事業者

等にアセットマネジメントの実践を促してきました。平

成24年度に厚生労働省が実施した水道事業の運営状況に

関する調査の結果では、全国の水道事業者のアセットマ

ネジメントの実施状況は全体の約30％でしたが、平成28

年１月には67.5％に上がっています。 

 水道事業の経営と安定的な水の供給確保に向けて、資

産管理を実施する時期と考えますが、今後の取り組みに

ついて考えをお伺いします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 市長北猛俊君。 

○市長（北猛俊君） -登壇- 

 大栗議員の御質問にお答えします。 

 １件目の国土強靱化地域計画についての富良野市の国

土強靱化地域計画の策定に向けた取り組みについてであ

りますが、平成25年12月に、強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本

法が施行され、大規模自然災害などに備えた国土の全域

にわたる強靱な国づくりに向けて、国土強靱化に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することが定められたと

ころであります。 

 国は、平成26年６月に、国土強靱化に関する指針とな

る国土強靱化基本計画を策定するとともに、国土強靱化

年次計画の策定や、防災・減災、国土強靱化のための３

か年緊急対策により、その取り組みを推進しているとこ

ろであります。また、北海道におきましては、平成27年

３月に北海道強靱化計画を策定し、地域防災計画を初め

とする分野別計画の国土強靱化に関する指針として、ま

た、市町村や民間事業者などによる取り組みを含めた北

海道における国土強靱化施策を推進するための基本的な

指針として位置づけております。 

 近年、東日本大震災を初めとする大規模自然災害によ

り、日本各地で甚大な被害が発生しており、平時から大

規模自然災害に備えることが重要となっております。最



 - 74 - 

悪な事態を避けられるような行政機能や地域社会、地域

経済をつくり上げる上でも、国土強靱化地域計画は必要

であると考えておりますので、本市におきましては、令

和２年度中に策定する予定であります。 

 次に、２件目の安定的な水の供給の確保についての水

道事業の現状と今後の取り組みについてでありますが、

水道台帳の整備状況につきましては、平成30年12月に水

道法の一部改正が行われ、水道台帳の作成と保管が義務

づけられましたが、本市では、昭和63年度より電子化に

着手し、現在、水道施設管理システムとして管理してお

ります。 

 次に、管路更新率につきましては、水道管の耐用年数

は40年とされており、平成30年度で全体の約16％、延長

にして約24.2キロメートルが老朽管となっていることか

ら、毎年、老朽管更新事業を行い、管路更新率は0.8％と

なっている状況であります。 

 次に、鉛管、アスベスト管の現況につきましては、本

市では、管路布設において鉛管は使用しておりません。

また、アスベスト管につきましては、平成12年度の老朽

管更新事業により全て交換を終えております。 

 次に、管路更新の優先順位につきましては、平成30年

度から本管漏水調査を実施し、老朽管を中心に調査して

いるところであり、この結果を参考に、地形や土壌の状

態なども考慮し、優先順位を定め、地域をブロック分け

し、より効率的な管路更新を実施しております。 

 次に、水道施設の耐震化率と今後の取り組みについて

でありますが、基幹管路である大口径の耐震適合性があ

る管路の割合は48.1％となっていますが、総延長に対す

る耐震化率は4.1％となっております。管種や継ぎ手の部

材により耐震性を高められることから、平成29年度に策

定した管路選定基準に基づき、移設更新工事の際には、

伸縮性なども考慮し、耐震性の向上に努めております。 

 また、浄水場や配水池におきましては、平成14年に完

成した中区配水池が耐震化施設となっておりますが、そ

の他の施設につきましては、現在の耐震基準に満たない

状況であり、対策等を検討しているところであります。 

 次に、資産管理の取り組みについてでありますが、水

道事業における資産管理、アセットマネジメントは、浄

水場、配水池、管路について、将来必要となる更新費用

を把握する際に活用されるものでありますが、本市にお

きましては、平成28年度に策定した水道事業経営戦略に

おいて、今後10年間の更新事業費を計上するとともに、

収益的収支についても試算し、公表しており、水道台帳

や固定資産台帳でも資産管理しておりますので、今後の

経営戦略の見直しにおいて、更新費用も見直し、経営基

盤強化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 再質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） それでは、１件目の国土強靱化

地域計画から再質問させていただきます。 

 いま、市長から、地域計画は令和２年度中に策定とい

う答弁をいただいたところでございます。 

 この国土強靱化においては、第13条では、市町村は、

この計画を国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る

市町村の計画の指針となるべきものとして定めることが

できるとなっております。ハードとソフトの両面にわた

る強靱化の取り組みは、総合計画や地方創生などとあわ

せて推進する市町村も全国の中ではあります。具体とし

ては、千葉県旭市は、地域計画を国の基本計画と同様に

アンブレラ計画として、また、新潟市は並列の上位計画

として、そして、埼玉県春日部市は地域計画と総合計画

を一体的に策定されております。 

 私は、総合計画にも資する計画だと思っていて、地域

計画の位置づけは重要と考えますが、本市では、総合計

画と地域計画の位置づけについてどのようなお考えをお

持ちなのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 総務部長稲葉武則君。 

○総務部長（稲葉武則君） 大栗議員の再質問にお答え

します。 

 国土強靱化地域計画と他の計画との兼ね合いというふ

うに理解しておりますけれども、議員がおっしゃるよう

に、つくり方としては、総合計画との関連性については

三つのパターンが示されています。いまおっしゃいます

ように、いわゆるアンブレラ計画という形と、並列にす

るという形と、総合計画と一体とするという三つのパタ

ーンが示されているところでありますけれども、いずれ

にしましても、国土強靱化地域計画は指針になるという

理念は変わっていないというふうに思っています。 

 ただ、私どもとしましては、本格的な作業はこれから

になりますけれども、基本的な考えとしましては、総合

計画と地域計画は並列の上位計画というふうに考えてい

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 了解をいたしたところでござい

ます。 

 それでは、安定的な水の供給の確保について再質問さ

せていただきたいと思います。 

 管路の更新については、富良野市は0.8％の状況との答

弁でございました。 

 そんな中、法定耐用年数の40年を超えている管路の更

新はどのぐらいになっているのでしょうか、状況がわか

ればお伝え願いたいと思います。 
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○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 大栗議員の再質問にお答

えいたします。 

 老朽管の更新に係る期間という御質問です。 

 平成30年度末におきます老朽管の状況は、全体の16％、

延長にして24.2キロメートルとなってございます。この

老朽管を更新するために、仮に年間500メートル、約3,000

万円の予算とした場合、約50年というふうに試算してい

るところでございます。 

 しかしながら、老朽管は年々増加することから、老朽

化の状況等を把握し、管路更新の優先順位等も考慮しな

がら、更新費用の平準化が必要というふうに考えている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

 10番大栗民江君。 

○10番（大栗民江君） 続きまして、いま、富良野市で

公表している水道事業のディスクロージャーでは、年間

総配水量のうち、水道料金の徴収対象となった水量を示

す有収水量の割合を示す値、有収率の数値は、平成29年

度、そして平成30年度はともに77.9％で、29年度の類似

団体と比較いたしますと4.14％の減となっております。 

 本管漏水調査に力を入れて実施されているようであり

ますけれども、この調査結果はどのようになっているの

でしょうか。この調査結果に基づく取り組みが安定した

事業経営につながると思いますけれども、取り組みの考

えについてお伺いします。 

○議長（黒岩岳雄君） 御答弁願います。 

 建設水道部長小野豊君。 

○建設水道部長（小野豊君） 大栗議員の再質問にお答

えいたします。 

 有収率の低下というところでございます。 

 近年、有収率の低下がございまして漏水調査を行って

きております。漏水調査につきましては、平成30年から

実施しておりまして、平成30年には、駅西側の幹線管路

を中心に、扇町、南町方面を実施しております。その結

果、本管２カ所と量水器10カ所で漏水が判明しまして、

修繕を行ってきております。また、平成31年度につきま

しては、麻町、東雲地区を実施いたしまして、本管２カ

所と量水器13カ所の漏水が判明したところであり、こち

らのほうについても修繕を行ってきております。 

 今後は、北の峰地区や桂木町、西町地区を予定してお

りまして、この調査結果等も参考にしながら、老朽管の

更新の優先順位を判断してまいりたいというふうに考え

ているところです。 

 以上です。 

○議長（黒岩岳雄君） 続いて、質問ございますか。 

（「了解」と呼ぶ者あり） 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、大栗民江君の質問は終

了いたしました。 

――――――――――――――――――――――――― 

        散  会  宣  告         

――――――――――――――――――――――――― 

○議長（黒岩岳雄君） 以上で、本日の日程は終了いた

しました。 

 明12日の議事日程は、お手元に御配付のとおり、渋谷

正文君、宮田均君の一般質問を行います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

                午後２時５分 散会
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